
秋から冬へのガス需要期を迎え 毎年〈不完全燃焼〉による 《一酸化炭素中毒事故》

が発生し、不幸にして尊い生命が奪われるという悲惨な事件が後を絶ちません。

　 原因は、不完全燃焼防止装置が装着されていないガス器具を使用した場合で、

　　　　　　　① 台所専用小型湯沸器（開放式）の長時間使用

　　　　　　　② 浴室内設置の風呂釜 （煙突式） ・ 室内設置の大型湯沸器 （煙突式）

　　　　　　　　  を使用中、同時に台所の換気扇 （レンジフード含む） を使用したため

　　　　　　　　  排気の逆流が起きたものと考察されます。

　　※ いずれも燃焼のために、室内の酸素（空気）を必要とするガス器具です。

以上のような事故を起こさないためにも、ご家族にも理解していただき、痛ましい

事故が起きませんようご注意ください。

過日、経済産業省より ｢不適切な使用の危険性を十分周知するとともに、安全装置

を装着した新しいガス器具への取替による設備改善を要請する｣ 旨の通達があり、

特別周知等適切な、対策を講じ事故防止に努めるよう指示がありました。

　 つきましては、安全装置を装着したガス器具への取替をお奨めいたします。

　 ご相談等、弊社にご一報いただければ、早速お伺いさせていただきます。

一酸化炭素中毒事故防止のお願い

― 既に設備改善なされたお客様には、失礼の段ご容赦ください。―








